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平成21年 3月23日学長選考会議改正規則第47号

平成22年 6月 9日学長選考会議改正規則第42号

平成28年 3月25日学長選考会議改正規則第 2号

平成30年 9月19日学長選考会議改正規則第 2号
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（趣旨）

第１条 この要項は、国立大学法人東京外国語大学学長選考・解任審査等規程（以下「規

程」という ）第８条第３項に基づき、規程の実施について必要な事項を定める。。

（意向調査の実施）

第２条 学長選考会議 以下 選考会議 という は 学内の意向を把握するものとして（ 「 」 。） 、

意向調査を実施する。

（意向調査委員会）

第３条 選考会議に規程第５条第５項の意向調査 以下 調査 という の手続きを管理（ 「 」 。）

するため、意向調査委員会（以下「委員会」という ）を置く。。

２ 前項の委員会は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、選考会議の委員を除く。

( ) 大学院総合国際学研究院の教員 ２名1

( ) 大学院国際日本学研究院の教員 １名2

( ) アジア・アフリカ言語文化研究所の教員 １名3

( ) 事務局の職員 １名4

３ 委員会に委員長を置く。委員長は、選考会議が指名する。

４ 委員長は、委員会及び調査を掌理する。

５ 第２項の委員選出にあたっては、委員が欠員となった場合補充する者をあらかじめ定

めておくものとする。

６ 委員会は、選考会議が学長の選考を終えたときをもって解散する。

（調査の参加資格）

第４条 参加資格者は、専任の教員（テニュアトラック教員を含む）並びに専任の事務職

員及び技術職員とする。

２ 選考会議の委員は、参加資格を有しない。

３ 調査実施日において休職中の者、出勤停止中の者、大学が承認した休業及び病気休暇

中である者は、参加資格を有しない。

（調査にかかる公示）

第５条 調査の実施に当たっては、実施日の１０日前までに様式１により次の事項を公示



する。

( ) 規程第２条の該当事項1

( ) 調査実施日時及び調査票の提出場所2

( ) 規程第５条第４項に定める学長候補者として選定された者の氏名3

２ 委員会は、調査を実施する場合は、選定した学長候補者が学内に所信を表明する機会

を設けることができる。

３ 委員会は、候補者とした理由、候補者の経歴、候補者の意思表明書等を参加資格者に

通知する。

（参加資格者名簿の確定）

第６条 委員会は、公示日において参加資格者を確定し、その名簿（様式２）を作成する。

（調査票）

第７条 調査票は、所定の用紙（様式３）を用いなければならない。

２ 調査票は、調査実施の当日、提出所において前条に定める参加資格者名簿と照会確認

のうえ、これを交付する。

（調査票の効力）

第８条 次の各号のいずれかに該当する調査票は、無効とする。

( ) 所定の調査票を用いないもの1

( ) ２名以上の氏名を記載したもの2

( ) 氏名の確認し難いもの3

( ) 学長候補者として選定された者以外の氏名を記載したもの4

( ) 白票5

２ 前項各号に定めるもののほか、調査票の効力につき疑義があるときは、委員会がこれ

を決定する。

（不在時の調査票提出）

第９条 不在時の調査票提出は、公示のあった日から実施日の前日までに、委員会が管理

する提出所に参加資格者自ら行き、書面（様式４）をもって調査票及び封筒(様式５)の

交付を請求し、交付を受けるものとする。

２ 前項の書面は、不在時の調査票提出を行う者の所属する部局の長の証明を得るものと

する。

３ 調査票及び封筒の交付を受けた参加資格者は、その場所で自ら調査票に記入し、これ

を封筒に入れ、封をしたのち、表面に署名して提出する。

４ 提出された調査票は、委員長が開封するものとする。

（調査結果）

第１０条 調査結果は、提出期間終了後、委員会が直ちに確認する。

２ 委員長は、調査結果を学内に公表するとともに、選考会議に報告するものとする。

附 則

この細則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則



この細則は、平成１８年１１月７日から施行する。

附 則

この細則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成２２年６月９日から施行する。

附 則

この細則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成３０年９月１９日から施行する。

附 則

この要項は、令和３年１月２８日から施行する。



様式１

年 月 日

学長選考会議議長 殿

推薦者

○○○○（推薦責任者）印

････････

学 長 候 補 者 推 薦 書

下記の者は、国立大学法人東京外国語大学学長選考・解任審査等規程第４条に定める選

考基準に適格であるので、必要書類等を添え、学長候補者として推薦します。

記

氏 名 ○ ○ ○ ○

（必要書類等）

１ 推薦理由書（様式任意）

２ 学長候補者の経歴

３ 業績一覧表



様式２

公 示

学長選考会議は、国立大学法人東京外国語大学学長選考・解任審査等規程第４条の規定

に基づき、下記の者を次期学長予定者として選考した。

記

○ ○ ○ ○

選考の経緯

選考理由

年 月 日

学長選考会議議長

○ ○ ○ ○



様式３

公 示

国立大学法人東京外国語大学学長選考に係る意向聴取としての投票を下記により実施す

る。

年 月 日

学長選考会議議長

記

１．実 施 の 理 由 学長選考・解任審査等に関する規程第６条第５項に該当

２．投票用紙の記載方法 単記無記名

３．投 票 日 時 年 月 日（○）○時～○時

４．投 票 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

５．学長候補者氏名

（５０音順・敬称略）

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

・・・・・・・

６．不 在 者 投 票

（１）投票期間 年 月 日（○）～ 年 月 日（○）

○時から○時まで

（２）投 票 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○



様式４

投票権者名簿（五十音順）

年 月 日 確定

投票用紙
整理番号 氏 名 職 名 備 考

交付認印

以上確認する。

,投票委員会委員長 氏 名

（注）１．整理番号は、通し番号とする。

２．名簿確定後、投票日までに投票除外者がある場合は抹消し、備考欄に投票除外となっ

た年月日を記載する。



様式５

（ （

折 折

り り

目 目

（中） （表）

） ）

国

立

氏 名 大

学

法

人

東

学 京

欄 長 外

内 候 国

に 補 語

一 者 大

名 投 学

記 票

入 用

の 紙

こ

と 大学印



様式６

年 月 日

学長選考会議議長 殿

部局長職名

部 局 長 名 印

不 在 者 投 票 証 明 書

○○（部局名）所属の○○○○は、下記理由により、投票当日学長候補者の投票がで

きないことを証明する。

記

（投票ができない理由）

１．用務の内容

２．用務の期間

３．用務の場所

４．その他



様式７

国

立

大

学

学 法

長 人

年 候 東

補 京

月 者 外

不 国

学 日 在 語

長 者 大

選 投 学

考 票

会 用

○ 議 封

○ 議 筒

○ 長

○

印

不在者投票者氏名記入欄

（氏名は、自筆により記入）

（注）１．封筒は、任意のものとする。

２．日付は、不在者投票を行った日を記入する。



8様式

公 示

国立大学法人東京外国語大学学長解任審査に係る学内意向聴取手続きとしての投票を下

記により実施する。

年 月 日

学長選考会議議長

記

１．実 施 の 理 由 学長選考・解任審査等に関する規程第 条第○号（○○8

○）に該当

２．投票用紙の記載方法 賛成、反対いずれかを○で囲む。

３．投 票 日 時 年 月 日（○）○時～○時

４．投 票 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

５．不 在 者 投 票

（１）投票期間 年 月 日（○）～ 年 月 日（○）

○時から○時まで

（２）投 票 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○


